
研
究
ノ

l
ト

我
が
国
に
お
け
る
司
法
消
極
主
義
と
積
極
主
義

視

定

中

谷

実

南山法学 25巻 2号 (2001年)

二三四五

は
じ
め
に

本
研
究
の
課
題

本
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ

本
研
究
の
意
義

お
わ
り
に

は

じ

め

に

筆
者
は
、
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
司
法
積
極
主
義
と
消
極
主
義
』
(
一
九
八
七
、
法
律
文
化
社
)
に
続
い
て
、
「
わ
が
国
に
お
け
る
司
法
消
極
主
義

と
積
極
主
義
」
と
い
う
テ
!
?
の
も
と
に
、
こ
れ
ま
で
、
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① 

「
わ
が
国
に
お
け
る
議
員
定
数
配
分
を
め
ぐ
る
司
法
消
極
主
義
と
積
極
主
義
」
滋
賀
大
学
教
育
学
部
紀
要
四

O
号
(
人
文
科
学
・
社
会
科

学
-
教
育
科
学
)
一
一
六
二
百
(
(
一
九
九
O
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② 
a 

「
ビ
ラ
貼
り
・
ビ
ラ
配
り
を
め
ぐ
る
司
法
消
極
主
義
と
積
極
主
義
付
」
阪
大
法
学
四
三
巻
一
一
・
三
号
八
六
五
頁
(
一
九
九
三
)

② 
b 

「
ビ
ラ
貼
り
・
ビ
ラ
配
り
を
め
ぐ
る
司
法
消
極
主
義
と
積
極
主
義
口
」
滋
賀
大
学
教
育
学
部
紀
要
四
三
号
(
人
文
科
学
・
社
会
科
学
・
教

育
科
学
)
二
二

O
頁
(
一
九
九
四
)

③ 
a 

コ
戸
別
訪
問
を
め
ぐ
る
司
法
消
極
主
義
と
積
極
主
義
付
」
龍
谷
法
学
二
七
巻
四
号
四
二
頁
(
一
九
九
四
)

③ 
b 

「
戸
別
訪
問
を
め
ぐ
る
司
法
消
極
主
義
と
積
極
主
義
口
」
滋
賀
大
学
教
育
学
部
紀
要
四
三
号
(
人
文
科
学
・
社
会
科
学
・
教
育
科
学
)
一
一

六
二
頁
(
一
九
九
四

④ 
a 

「
職
業
選
択
の
自
由
|
|
サ
ー
ビ
ス
業
ー
ー
を
め
ぐ
る
司
法
消
極
主
義
と
積
極
主
義
付
」
龍
谷
法
学
一
一
八
巻
四
号
五
四
頁
(
一
九
九
六
)

「
職
業
選
択
の
自
由
|
|
サ
ー
ビ
ス
業
ー
ー
を
め
ぐ
る
司
法
消
極
主
義
と
積
極
主
義

ω」
龍
谷
法
学
二
九
巻
一
号
一
二
四
頁
(
一
九
九

④ 
b 

ム

ノ、

⑤ 

「
職
業
選
択
の
自
由
|
|
流
通
業
ー
ー
を
め
ぐ
る
司
法
消
極
主
義
と
積
極
主
義
付
」
『
覚
道
古
稀
・
現
代
違
憲
審
査
論
』
三
六
三
頁
(
一

九
九
六
)
(
未
完

⑥ 
a 

「
情
報
公
開
|
|
意
思
形
成
過
程
情
報
、
行
政
執
行
情
報
ー
ー
を
め
ぐ
る
司
法
消
極
主
義
と
積
極
主
義
付
」
『
榎
原
古
稀
・
現
代
国
家

の
制
度
と
人
権
』
二
六

O
頁
ご
九
九
七

⑥ 
b 

「
情
報
公
開
|
|
意
思
形
成
過
程
情
報
、
行
政
執
行
情
報
ー
ー
を
め
ぐ
る
司
法
消
極
主
義
と
積
極
主
義
口
」
滋
賀
大
学
教
育
学
部
紀
要

(
人
文
科
学
・
社
会
科
学
)
四
七
号
一
五

O
頁
(
一
九
九
八
)

⑦ 
a 

「
外
国
人
の
人
権
|
|
入
国
の
自
由
、
在
留
期
間
更
新
、
再
入
園
、
出
園
、
私
生
活
上
の
自
由
ー
ー
を
め
ぐ
る
司
法
消
極
主
義
と
積
極

主
義
付
」
南
山
法
学
二
四
巻
二
号
一
頁
(
一
一

0
0
0
)
(原
題
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
一
部
訂
正
)

⑦ 
b 

「
外
国
人
の
人
権
|
|
入
国
の
自
由
、
在
留
期
間
更
新
、
再
入
国
、
出
園
、
私
生
活
上
の
自
由
ー
ー
を
め
ぐ
る
司
法
消
極
主
義
と
積
極

主
義

ω・
完
」
南
山
法
学
二
四
巻
三
号
一
頁
(
二

0
0
0

⑧ 
a 

「
外
国
人
の
人
権
|
|
選
挙
権
、
公
務
就
任
権
ー
ー
を
め
ぐ
る
司
法
消
極
主
義
と
積
極
主
義
付
」
南
山
法
学
二
四
巻
四
号
一
頁
(
二

O



。⑧ 
b 

「
外
国
人
の
人
権
|
|
選
挙
権
、
公
務
就
任
権
|
ー
を
め
ぐ
る
司
法
消
極
主
義
と
積
極
主
義

ω・
完
」
南
山
法
学
二
五
巻
一
号
二
九
頁

(二

O
O一
)

を
発
表
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
論
文
で
は
、
本
研
究
の
課
題
、

ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
、
研
究
の
意
義
等
に
つ
い
て
、
体
系
的
に
説
明
し
て
こ

な
か
っ
た
。
本
研
究
ノ

l
ト
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
振
り
返
り
つ
つ
、
そ
れ
を
補
完
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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本
研
究
の
課
題

本
研
究
の
課
題
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
前
掲
拙
稿
①
(
一
頁
)

で
は
、
「
わ
が
国
の
違
憲
審
査
制
の
性
格
に
つ
い
て
当
初
、
種
々
の
議
論
が

あ
っ
た
が
、
実
務
上
は
、
付
随
的
審
査
制
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
最
高
裁
に
よ
る
違
憲
判
断
が
少
な
く
、
違
憲
審
査
が
十
分
に
機

能
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
か
ら
、
司
法
消
極
主
義
と
い
う
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
ラ
ベ
ル
付
け
が
至
極
当
然

と
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
|
|
筆
者
も
そ
の
よ
う
な
評
価
を
否
定
し
な
い
が
|
|
、
そ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
割
り
に
は
、
消
極
主
義
の
判

決
お
よ
び
僅
か
な
が
ら
も
存
在
す
る
積
極
主
義
の
判
決
の
発
怨
構
造
を
体
系
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
研
究
は
、
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
に
な
さ
れ
る
、
『
わ
が
国
に
お
け
る
司
法
消
極
主
義
と
積
極
主
義
シ
リ
ー
ズ
』
の
一
部
を
構
成

す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
②

a
(八
六
六
頁
)
、
③

a
(
四
三
頁
)
、
④

a
(五
六
頁
)
、
⑤
(
三
六
四
頁
)
、
⑥

a
(
二
六
二
頁
)
等
で
は
、
「
一
口

に
司
法
消
極
主
義
と
評
さ
れ
る
わ
が
国
の
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
の
行
使
に
お
い
て
、
消
極
主
義
の
姿
勢
に
も
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
っ
た
種
々
の

ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
、
他
方
、
決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
積
極
主
義
の
姿
勢
に
も
様
々
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
序
在

す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
の
下
に
、
裁
判
所
の
憲
法
問
題
処
理
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
体
系
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と

し
、
⑧

a
(三
頁
)
で
は
、
「
憲
法
判
例
を
網
羅
的
・
体
系
的
に
分
析
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
視
点
は
、
今
も
何
ら
変
わ
っ
て
い
な

い
が
、
現
時
点
に
お
い
て
、
本
研
究
の
第
一
の
課
題
を
、
「
憲
法
各
分
野
に
お
け
る
裁
判
所
の
憲
法
判
断
処
理
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
網
羅
的
・
体
系
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的
・
時
系
列
的
に
整
理
・
分
析
す
る
こ
と
」
と
し
、
第
一
一
の
課
題
を
、
「
第
一
の
課
題
に
か
か
わ
る
作
業
を
前
提
に
各
分
野
の
整
理
・
分
析
を
総

合
し
、
五

O
数
年
に
わ
た
る
憲
法
訴
訟
の
全
体
像
を
で
き
る
だ
け
精
密
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
と
設
定
し
て
お
き
た
い
。

本
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ

」
の
課
題
を
実
現
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
作
業
を
行
う
。

)
 

1
1
 

(
 
憲
法
各
分
野
の
分
析

憲
法
判
例
の
網
羅
的
収
集

ま
ず
、
市
販
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
、
公
的
、
私
的
判
例
集
を
間
わ
ず
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
判
例
(
以
下
、
個
々
の
判
決
と
い
う
意
味
)
を
下

a 
級
審
も
含
め
て
網
羅
的
に
収
集
す
る
。
も
っ
と
も
、
①
、
②

a、
③

a、
④

a
で
は
、
個
々
の
論
文
や
市
販
の
判
例
集
に
掲
載
、
言
及
さ
れ
て
い

る
判
決
を
で
き
る
だ
け
フ
ォ
ロ
ー
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
⑤
論
文
か
ら
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
を
用
い
た
が
、
現
在
で
は
、

リ

l
ガ
ル
ベ

l
ス
、
判
例
体
系

C
D
l
R
O
M
を
用
い
て
い
る
。

テ
ク
ニ
ッ
ク
の
抽
出
と
判
決
の
グ
ル
ー
プ
化

各
判
例
を
検
討
し
、
た
と
え
ば
、
「
公
共
の
福
祉
」
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
い
う
よ
う
に
、
個
々
の
判
例
か
ら
、
そ
の
判
例
に
お
け
る
憲
法
判
断
処
理

b 
の
手
法
を
端
的
に
、

か
っ
、
象
徴
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
抽
出
し
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
名
称
と
し
て
用
い
る
(
多
く
の
場
合
、
テ
ク

一
ツ
ク
の
名
称
は
、
違
憲
審
査
基
準
と
重
な
る
)
。
な
お
、

一
つ
の
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
、
多
数
意
見
、
意
見
、
少
数
意
見
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が

異
な
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
整
理
で
き
る
場
合
は
別
々
に
扱
う
。
そ
し
て
、
同
様
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
類
別
さ
れ
る
判
例
を
グ
ル
ー
プ
化
し
、
そ
れ



ぞ
れ
の
判
例
を
時
間
順
に
な
ら
べ
て
い
く
。

消
極
主
義
と
積
極
主
義
の
枠
組
み
に
よ
る
各
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
整
理

抽
出
さ
れ
た
各
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
、
筆
者
の
消
極
主
義
と
積
極
主
義
の
枠
組
み
内
に
整
理
す
る
。
消
極
主
義
は
、

c 

さ
ら
に
、
《
消
極
主
義

I
Y

《
消
極
主
義

H
》
、
《
積
極
主
義

I
》
、
《
積
極
主
義

H
》
に
細
分
さ
れ
る
(
こ
の
枠
組
は
、
今
後
の
各
論
の
展
開
状
況
に
よ
っ
て
は
若
干
修
正
す
る
か
も
し

れ
な
い
)
。
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《
消
極
主
義

I
》

こ
れ
は
、
訴
え
を
事
件
性
を
欠
く
と
し
て
却
下
し
た
り
、
法
律
レ
ベ
ル
の
判
断
で
処
理
し
た
り
、
法
律
判
断
に
よ
っ
て
憲
法

判
断
を
回
避
し
た
り
、
憲
法
訴
訟
の
当
事
者
適
格
を
欠
く
と
し
て
違
憲
の
争
点
を
提
起
す
る
資
格
を
否
定
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
憲
法

判
断
に
入
ら
な
い
で
事
件
を
処
理
す
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
あ
る
。

《
消
極
主
義

H
》

こ
れ
は
、
憲
法
判
断
に
入
り
、
法
令
を
合
憲
と
し
て
、
も
し
く
は
合
憲
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
法
令
を
適
用
し
、
無
罪

や
処
分
の
取
消
議
求
等
の
主
張
を
斥
け
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
あ
る
。

《
積
極
主
義
I
》

こ
れ
は
、
違
憲
判
断
が
見
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
場
合
か
ら
、
法
令
違
憲
を
除
い
た
場
合
を
指
す
。
こ
れ
に
は
、
適
用
違
憲
の
よ

う
に
違
憲
判
断
が
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
合
憲
限
定
解
釈
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
よ
う
に
、
た
と
え
明
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、

実
質
的
に
違
憲
判
断
が
内
在
す
る
と
捉
え
う
る
場
合
も
広
く
含
め
る
。

《
積
極
主
義
H
》

こ
れ
は
、
法
令
違
憲
の
場
合
で
あ
る
。

d 

各
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
検
討

次
に
、
各
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
分
析
を
加
え
る
。
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(イ)

テ
ク
ニ
ッ
ク
を
支
え
る
思
想

各
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
生
み
出
す
思
想
と
し
て
、
各
判
決
の
中
か
ら
、
人
権
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
を
表
現
す
る
部
分
と
、
人
権
制
限
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
を
表



現
す
る
部
分
を
取
り
出
し
、
対
比
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
各
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
、
人
権
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
と
、
制
限
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
と
い
う
両
ベ
ク
ト
ル

90 

の
合
成
の
結
果
と
し
て
成
立
す
る
と
筆
者
が
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

(口)

司
法
哲
学

司
法
哲
学
と
い
う
概
念
の
も
と
に
、
筆
者
は
、
議
会
制
民
主
主
義
に
お
い
て
違
憲
審
査
権
を
も
っ
司
法
権
の
位
置
付
け
と
い
う
大
局
的
な
ス
タ

ン
ス
(
司
法
自
身
の
抱
く
自
己
の
役
割
観
)
や
憲
法
解
釈
観
を
考
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

ア
メ
リ
カ
の
裁
判
官
と
違
い
、
わ
が
国
で
は
、
こ
の
よ

う
な
点
に
つ
い
て
明
言
す
る
裁
判
官
は
少
な
い
。
そ
こ
で
、
訴
え
を
裁
判
所
が
扱
う
べ
き
か
、
憲
法
判
断
に
入
る
べ
き
か
、
個
々
の
審
査
テ
ク

ニ
ツ
ク
や
救
済
の
方
法
の
あ
り
方
等
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
司
法
哲
学
を
推
認
す
る
こ
と
に
な
る
。

A
V
2
 

'
U
、

各
判
例
を
よ
り
深
く
位
置
付
け
る
た
め
、
ま
た
、
学
説
と
判
例
の
偏
差
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
各
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
用
い
た
判
例
に
対
す
る
学

学
説
の
対
応

説
の
対
応
を
整
理
す
る
。
重
要
判
例
に
対
し
て
は
膨
大
な
量
の
評
釈
が
あ
る
。
本
研
究
に
お
い
て
扱
う
学
説
は
、
収
集
し
や
す
い
主
要
な
も
の
に

限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

同

訴
訟
形
態
の
機
能

訴
訟
形
態
に
着
目
し
た
整
理
を
試
み
、
憲
法
訴
訟
の
母
体
と
な
っ
て
い
る
訴
訟
の
形
態
の
機
能
を
見
る
。
こ
の
視
点
は
、
⑧
か
ら
は
じ
め
た
ば

か
り
で
あ
る
。

テ
ク
ニ
ッ
ク
の
時
系
列
上
の
整
理

以
上
の
分
析
を
も
と
に
、
各
テ
ク
ニ
ッ
ク
、
な
ら
び
に
そ
の
下
に
あ
る
判
例
を
時
系
列
的
に
整
理
し
、
か
っ
、
判
決
の
審
級
関
係
を
結
ん
だ
図

e 
解
を
作
成
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
の
は
、
⑥
以
降
の
論
文
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
作
成
し
た
図
解
を
再
録
す
る

(
「
年
次
区
分
」
の
表
記
を
統
一
し
、
若
干
の
誤
り
を
修
正
し
た
。
①
論
文
は
図
解
①
「
議
員
定
数
」
、
②
論
文
は
図
解
②
「
ビ
ラ
貼
り
・
ピ
ラ
配
り
」
、
③
論
文

は
図
解
③
「
戸
別
訪
問
」
、
④
論
文
は
図
解
④
「
サ
ー
ビ
ス
業
」
、
⑥
論
文
は
図
解
⑥
「
情
報
公
開
」
、
⑦
論
文
は
図
解
⑦
「
在
留
期
間
更
新
」
、
⑧
論
文
は
図
解



⑧
「
選
挙
権
」
参
照
。
⑤
論
文
は
未
完
ゆ
え
、
図
解
は
未
作
成
)
。

(2) 

各
分
野
を
統
合
し
た
全
体
的
考
察

以
上
の
考
察
を
今
後
も
憲
法
の
各
分
野
ご
と
に
す
す
め
て
い
く
が
、
将
来
的
に
は
、
各
分
野
の
整
理
・
検
討
を
総
合
す
る
作
業
を
行
う
。
こ
の

作
業
に
よ
り
、
戦
後
、
五

O
数
年
に
わ
た
る
裁
判
所
の
憲
法
判
断
処
理
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
網
羅
的
・
体
系
的
・
時
系
列
的
整
理
が
完
成
す
る
こ
と
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に
な
る
。

四

本

研

究

の

意

義

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
研
究
の
課
題
は
、
憲
法
判
例
の
網
羅
的
・
体
系
的
・
時
系
列
的
検
討
で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
、

い
か
な
る
意
義
を

も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
は
、
憲
法
判
例
の
網
羅
的
・
体
系
的
・
時
系
列
的
検
討
に
よ
り
、
①
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
る

様
々
な
消
極
主
義
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
、
②
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
積
極
主
義
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
、
③
最
高
裁
と
下
級
審
の
相
互
関
係
、

④
政
治
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
変
化
と
憲
法
判
例
の
変
化
、
⑤
憲
法
訴
訟
の
母
体
と
な
っ
て
い
る
訴
訟
形
態
の
機
能
、
⑥
各
憲
法
分

野
ご
と
に
、
も
し
く
は
総
体
と
し
て
、
憲
法
訴
訟
が
戦
後
の
日
本
社
会
に
お
い
て
果
た
し
て
き
た
役
割
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
こ
の
よ
う
な
作
業
に
よ
り
、
憲
法
各
分
野
に
お
け
る
解
釈
論
の
展
開
や
判
例
の
評
価
を
よ
り
広
い
視
野
に
た
ち
つ
つ
行
う
こ
と
が
で
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き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
三
は
、
こ
の
よ
う
な
作
業
が
、
近
年
の
憲
法
裁
判
所
導
入
を
め
ぐ
る
議
論
に
対
し
て
何
ら
か
の
寄
与
を
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
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四
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号
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頁
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判
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T
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阪
高
判
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五
九
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一
一
月
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O
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時
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二
号
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O
頁
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判
決

T
大
阪
高
判
(
民
一
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)
昭
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五
九
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一
一
月
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O
日
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タ
五
四
一
号
一
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三
頁
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事
情
判
決

T
大
阪
高
判
(
民
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)
昭
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五
九
年
一
二
月
七
日
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判
タ
五
四
一
号
一
二
七
頁
)
事
情
判
決

T
札
幌
高
判
昭
和
五
九
年
三
一
月
二
五
日
(
判
時
一
一
四
二
号
コ
二
頁
)
事
情
判
決

「
最
大
判
昭
和
六

O
年
七
月
一
七
日
(
民
集
三
九
巻
五
号
一
一

O
O頁
)

事

情

判

決

(
衆
六

O
年
判
決
と
略
す
)

昭

和

六

一

年

公

選

法

の

改

正

八

名

増

七

名

減

較

差

二

・

九

九

倍

昭
和
六
一
年
七
月
ー
ー

1
仙
台
高
判
昭
和
六
二
年
九
月
八
日
(
判
時
一
二
五
一
号
二
五
頁
)

六
日
選
挙

T
大
阪
高
判
昭
和
六
二
年
一

O
月
二
一
日
(
判
時
一
二
五
一
号
二
六
頁
)

〔
衆
議
院
議
員
定
数
不
均
衡
訴
訟
〕

立
法
裁
量

立
法
裁
量

立
法
裁
量

事
情
判
決

立
法
裁
量

合
理
的
期
間
内
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議員定数図解①

昭
和
三
七
年
七
月
1
1
1
1東
京
高
判
昭
和
三
八
年
一
月
三

O
日
(
行
集
一
四
巻
一
号
二
-
頁
)

一
日
選
挙
丁
最
大
判
昭
和
三
九
年
二
月
五
日
(
民
集
一
八
巻
二
号
三
七

O
頁
)

四・

O
九

一

(

参

三

九

年

判

決

と

略

す

)

丁
仙
台
高
判
昭
和
三
八
年
三
月
二
八
日
(
行
集
一
四
巻
三
号
四
五
八
頁
)

「
最
判
昭
和
四
一
年
五
月
=
二
日
(
裁
判
集
民
事
八
三
号
六
二
三
頁
)

(
参
四
一
年
判
決
と
略
す
)

昭
和
四
六
年
六
月
|

|

1

東
京
高
判
昭
和
四
八
年
七
月
三
一
日
(
判
時
七

O
九
号
三
頁
)
違
憲
し
か
し
公
選
法
二

O
四
条

二

七

日

選

挙

「

最

判

昭

和

四

九

年

四

月

二

五

日

(

判

時

七

三

七

号

三

頁

)

立

法

裁

量

五・

O
八

(

参

四

九

年

判

決

と

略

す

)

昭
和
五
二
年
七
月
!
i
J
1大
阪
高
判
昭
和
五
四
年
二
月
二
八
日
(
判
時
九
二
三
号
三

O
頁
)

一
O
臼
選
挙
丁
東
京
高
判
昭
和
五
四
年
六
月
一
三
日
(
判
時
九
三
三
号
一
六
頁
)

五
・
二
六
「
最
大
判
昭
和
五
八
年
四
月
二
七
日
(
民
集
三
七
巻
三
号
三
四
五
頁
)

(
参
五
八
年
判
決
と
略
す
)

昭
和
五
五
年
六
月

l
i
l
-大
阪
高
判
昭
和
五
七
年
九
月
二
八
日
(
判
タ
四
八
三
号
一
一
八
頁
)

二
二
日
選
挙
「
最
判
昭
和
六
一
年
三
月
二
七
日
(
判
時
一
一
九
五
号
六
六
頁
)

五

・

三

七

(

参

六

一

年

判

決

と

略

す

)

昭
和
五
八
年
六
月
ー
ー

1
東
京
高
判
昭
和
六
一
年
八
月
一
四
日
(
判
時
一
二

O
二
号
二
一
頁
)

二
六
日
選
挙
「
最
判
昭
和
六
二
年
九
月
二
四
日
(
判
時
一
二
七
三
号
三
五
頁
)

五

・

五

六

(

参

六

二

年

判

決

と

略

す

)

昭
和
六
一
年
七
月
ー
ー

1
仙
台
高
判
昭
和
六
二
年
九
月
八
日
(
行
集
三
八
巻
八
・
九
号
九
八
三
頁
)

六

日

選

挙

「

最

判

昭

和

六

三

年

一

O
月
二
一
日
(
判
時
一
三
一
二
号
一
二
三
頁
)

五

・

八

五

(

参

六

三

年

判

決

と

略

す

)

(
平
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二
年
三
月
較
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六
・
三
三
倍
)

「一一一一一-

Z さ

年

月

T
東
京
高
判
昭
和
六
二
年
一

O
月
二
二
日
(
判
時
一
二
五
一
号
七
四
頁
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T
広
島
高
判
昭
和
六
三
年
三
月
二
五
日
(
判
タ
六
七
五
号
一
二
五
頁
)

「
最
判
昭
和
六
三
年
一

O
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二
一
日
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民
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八
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六
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頁
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衆
六
三
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判
決
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略
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院
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衡
訴
訟
〕
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法
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立
法
裁
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法
裁
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裁
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図解③戸別訪問

女=多数意見，会=補足意見， <>=高裁，f::，=地裁または簡裁
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:積 j明白かつ現在の危i
I i険・限定解釈 i 

積!明白かっ現在の危:
11:険(法令vベノレ)

:比較衡量 II
:(法令νベノレ)

----------ー.-...._---:.-------ーーーー・・ーーーーーー・ー回----f-ーーー"...ーーーーー...・ーーーーーーーートーー・ーーー-----------一ーーーーーーー;....ーーーーーーーーー・ー・ー・.........1
i内在的合理的理由 i

i必要最小限 i 

i類型的衡量II

!(法令レベノレ!.........J
i合理的関連性II
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40 (1965)-[45 (1970)-[ 50 (1975)-[ 55 (1980)-[ 60 (1985)-[平2(1990)-[7 (1995)-[ 

i女 60.6.6(モ
テノレ類似〉
最ー判

世 40.3.5(技jム48.7. 25 (大jム50.4.14 ，肯 56.11. 17 ，ム 60.2.20 ，003.9.4 (弁護i
術士〉最二 i 学〉東京地， (トルコ) (技工土)， (浴場〉大阪! 土〉東京高判i
判 ， '~J ! 名古屋地判; 最三割U ! 地'f.U !肯 4.7.9 (弁護!

040.8.5 (浴，049.10.22 ，く>52.10.20 ，056.12.25 ，ム 60.11. 25 ， 士〉最ー判
場〉大阪高， (トルコ)， (トノレコ)， (X線〉東， (浴場〉大阪i
判 i 東京高判 i 名古屋高判 j 京高判 ， I自判

ム41.4. 8 (司，049.12. 10 ， ，肯 58.7.14 ，001. 4. 27 
法書士〉徳， (トノレコ) ， (X線)長， (弁護士〉東!
島地判 i 仙台高秋田i i ー判 i 京高'f.iJ

ム41.6. 7 (ピ j 支判
ンゴ〉福岡i
地判

肯 41.6. 16 (浴:
場〉最ー判

一ーーーーー-----------:-------_..・ E・.....ー-!ーーーー.............ートーー・-ー............-:-ーーー......ー・ー・・・・・ーートーーーー......ー一一ーーーーーート
i肯1.1. 20 (浴 j

場)最二判

，061. 8. 28 (浴1.
場〉大阪高判i

...-:................_-ーートーーーーー・・ー・ー.....ーーーート・・ーーーーー.............:・ーーーーー.........ー・ーーーートーーー......ーーーーー......ートー......ー・ーーーーーー.i
，* 1. 3. 7 (浴場)，

j j 最三判 j 
圃圃圃圃伺輔同・・・・?・・・・・・・・・・:・・・・・"・・・・・・』・・・・・・・・・噌岡田園・・・・・・・・4・・・・・個圃圃圃圃・2・・・・・・開・-，
ム41.4. 12 (ト i i i i i i:  

ノレコ〉大阪!
地判 ; : i 

iム45.2.23 (会j.1ム58.12. 26 ，ム1.3. 22 (予1.il
計士〉東京[ [ (トルコ〉新j 備校〉福岡j j : 
地判 i i 潟地判 j 地'f.IJ

! 0 49. 7. 8 (ト i i i ii ・
ノレコ)仙台i i 

i 高判 ! 

iム55.9目 19
(モーテノレ:

! 類似〉長崎i
地判

，058.3.7 ， 
〈モーテノレ!
類似〉福岡i

i 高判
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図解④サービス業 安=多数意見，口=反対意見，く>=高裁，ム=地裁または簡裁

i昭 20(1945)~! 25 (1950)~ ! 30 (1955)~! 35 (1960)~ 

!消 i訴えの利益喪失 i 

-十ーー...._-----・----------ー十ーーーーーーーーーーーーーーー'ー一一一
i消!公共の福祉 iム 24.3.23(弁護 j肯 25.6.21 (紹介):貴30.1.26 (浴場):口35.1.27(医業類似)! 
! II ! i 士)東京地判 i 最大判 ! 最大判 ! 最大判の田中，下飯!

:ム 28.4.16 (医業:ム 30.2.2(浴場) : 坂，石坂反対意見
類似〉平簡明U : 福岡地学U : * 35. 2. 11 (浴場)最i

iム28.6.1(浴場) : 0 30. 6. 28 (浴場): ー判
福岡地吉井支判i 名古屋高金沢支:L'.35. 3. 1 (営業時間) : 

iく>2且9.29(浴場): 判 i 東京簡明j
福岡高学U :ム 31.10.23 (弁護iム35.9.3(司法書士〉

!く>29.ι29 (医業! 土〉東京地判 ! 神戸地判
類似〉仙台高判j肯 32.ι25(浴場)! d 35. 12. 23 (浴場〉大j

最三判 i 阪地判
:033.2.10 (技工 :03ι 1.30 (売春〉大i
i 土〉大阪高判 ! 阪高判
:033.3.6 (浴場):肯3ι4.11(紹介〉最i

大阪高判 j 三判
iム33.10.20 (浴場):く>3ι4.14 (司法書士):

奈良地葛城支判! 大阪高判
iく>34.ι5 (浴場):ム3ι6.8(技術土〉東i

大阪高判 j 京地判
i肯 34.7.8(技工士):育 36.7. 14 (売春)最i

最大判 : 三判
iく>34.10.14(浴場):03丘12.13(医業類似):

大阪高明IJ : 東京高判
jく>3ι12.19(技術土〉
i 東京高判
i肯 37.4.4(営業時間〉
i 最大判

ーーー_'---...ー・・ーーーーーーー・e一一一--~-..ーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーー --------1

i二分論・積極目的・ i
i明白性の原則

!二分論・両目的
!(積極目的重視).! 
i明白性の原則

i非二分論・合理性i
一--~---ー._---_..ーー・・・ーーーーー÷ーーーー--------ー一ー'ー._--_..-1------_....

.・・4・・・・・・・・・・・・・弓・・・・・同開・・・・・ d ・・・・・同町・・・・・.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..'.. .. ..伺開---_..-......・・ 1
2 積 i限定解釈 i i i i肯 35.1.27 (医業類似): 

! 長大判

i違法な裁量・処分i

積 i法律先占論

II: 

-一一ーートーーーーーーー・・._-------------トーーーー・・・・ー・._------------.__....ーーー..・ E・-ー---------i・..._---ーーー-.....----.........--1
i比例原則



一ーは審級関係乞ーーは関連を示す

3 (1991)- ， 4 (1992)- ， 5 (1993)- ， 6 (1994)- ， 7 (1995)-

"込 7.3.28(自衛隊施設/執i
〆J 〆 i 行〉那覇地判

! 汝 6.1. 27 (太阪府知事交!

i ぺ 時/形成・執行〉最i
， ， / ，〆ム判

， ~ /，'〆 i次 6.1.27(栃木県知事交j
! ケ /， 際費/執行〉最ー判

iム 4.10.15 東京都 〆〆ノプ / よ-*6.2.8(大阪府水道部匙肯 7.4.27(ダムサイト調査j

j 事 交際費執行し，'/ / /'ぺ 談会議費形広4市川 資料/形成〉最ー判
1 京地判 J オ / //  ， 最三~---- ， 
， ，/  //  ρτι29 (ダムサイト調i
1 〆).' メグイペ 査資料/形成)大阪高判i
Fフ一一....._----守アー!ーフr....一一一プ一一一"長 6.3253ムi同地位i

〆1 / Lグ /' /'ぺ 置図/形成〉最三和]

， / //， /' / ム 6.1. 31 (指導要録/執1
/ / /  /'  /'〆 1 行〉東京地判

j ノ / / / ，/， / ム 6.5.31(リゾート開発j

LLど-ぷ------.x./三一一一一一一-----一計画/形成〉高松高判j
(/ / /' 戸5.3.23 ダム候補叫 jム7.2.24(愛知県知事交:

位置図/形成〉大阪i i 際費/執行〉名古屋地判i
高判 i iム7.10.27 (京都府知事i

交際費/形成・執行〉京i

---.... 品←…'一-司手一…………-一……-一一………-一一…-一一…-一一-一-一一一一-一一-一←拍←-一一ベ-一~-~一メ二-一……-一…-一一一-一一..…一メ-…………一一…-一一-一-ふ一一………-一一…-一一………-一……-一……-一….一一………-一一………-一……….一……-一…-一-一…………-一……-一……--一'一-一一一………一一…--一ふ-
iム 4.6.2β5 〆ムサイ:
i 調琵資料/形成)，
j 阪地刊 j 

・・〆・・・・・・・・・・・・:-，t-開国・・・・・・・・・4ト・・・・・--・・・・・・・・ト・・・・・・・----------------------------1
3.1.21 (栃木県知ν i i iム 7.10.27(外国賓客等 E

事交際費/形成〆i : : : 渉外経費/形成・執行) : 
執行〉東京高下/i i i i 京都地判 : 

iム 6.5.25(学校法人/執行)f--..........--.........--.--.------:

宇都宮地判
，.65.4.14 (漏協補助/----------------------------------T-----------------------------------:-

金/執行)熊本地判i

3.3.27 (ダム候補j
地位置図/形成〉
京都地判
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図 解⑤情報公開 意思形成過程・行政運営情報一一

女=多数意見，口=反対意見， 0=高裁，ム=地裁 Oは公開， Xは非公開のテクニック

テクニック i 平 1(1g8g)~ : 2 (1gg0)~ 

消 :0 知る権利不言及/法律上の争訟/(公開)

:X 知る権利不言及/著しい支障のおそれ/非公開1

~o 知る権利不言及/著しい支障のおそれの具体的:
立証/公開

←・一ーー÷ーーーーーーーーーー一一一ーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一ー..一ーーーー日目ーーー一一一ー----ートーーーー------ーー一一ーーーー-----------------~.一一ーーーーーーーーーーーーーーーーー一一ーーーー一一一.:
消 :X 知る権利不言及(憲法判断あり)/著しい支障i
II ! のおそれ/非公開

:X (純粋型)条例創設権説/著しい支障のおそれ/:
: 非公開

〆~

--4--EE---EE---EE---EE--EE--L--EE-- ，， 
:X (リンク型)条例創設権説/著しい支障のおそ:1:;.).11.9 栃木県知事交際 〆

れ/非公開 i 動穐!! 宇都省地判 〆

!X (リンク型)条例創設権説/実質的保護利益・著〆 ~ 
しい支障のおそれの具体的存在の客観性/非公開i 〆 :~ : 

f'x'''(条例型)知る権利具体化説/比較衡量/非公開1'Kî."iõ:ïï"('1自衛1隊画面執一一一...~三三yLj
，. 

行那覇地決 /"7くi
I----l-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+----------o:rも・・・.'"'・・
積 :0 (リンク型)条例創設権説/著しい支障のおそ i
1 ! れの具体的立証/公開

!o (リンク型)条例創設権説/実質的保護利益 -i iメプ2.5.17有阪術水道部懇談j
著しい支障のおそれの具体的存在の客観性/公開i メ 会費形度・執行〉大阪高判j

:0 知る権利具体化説/実質的保護利益・著しい支: /:  / 
障のおそれの具体的存在の客観的明白性/公開 : / : / : 

....一....一..一-_........._-一----:十..一-一-一一一
:0 知る権利具体化説/著しい支障のおそれの具体: / よiぷ"2.1叩日 3訂1 大阪府知事交際!

i 的他立証M沿k開 .，ムムム，..しし-一一…….一一-一….………-一一………-一…………-一…………-一一…………-一……………-一一………-一一……-一一…-一…-一-〆メイζ/一一'一...，<.〆ζ二i一一費ソ撚:執行〉 大阪高判j
:0 知る権利具体化説/著しい支障のおそれの客観: /~ : 

的かつ著しい危険の高度の蓋然性の立証/公開 : t /  

!o 知る権利具体化説/総合的衡量/公開 !'clメ14 大阪府知事交際ム 2.3.14 教育情報/形成・

積 i
II: 

計× 著しい支障のおそれ/非公開
の
他 i

/貸形成・執行大阪地塑 執行福岡地判
ム1.4.11大阪府水道部懇談i

会費/形成・執行〉大阪地
判

，ーーーーーーー・・ーーーー----------j.-一-
:0 著しい支障のおそれの具体的立証/公開

~O 理由付記不備/(公開)

-----:-ーーーーー一一一一一ーーー守ーーーーーーーーーーーーーーーーー-ートーーーーーーーー..・ーーーーーー・ーー・ー一・・ー・一一一一ーs
:0 地方自治の本旨/著しい支障のおそれの具体的:659.6.11 (審議会議事録/: 

存在の客観性/'l}関 i 執行〉浦和地判



事i't=韓国，朝=朝鮮，中=中国，米=アメリカ，印=インド，カ=カナダ

60 (1985)~ 
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(4) 

で
あ
る
。
憲
法
制
定
当
初
か
ら
、
わ
が
国
の
遠

憲
審
査
制
が
抽
象
的
違
憲
審
査
制
か
否
か
を
め

ぐ
っ
て
議
論
が
あ
っ
た
が
、
警
察
予
備
隊
違
憲

訴
訟
以
来
、
付
随
的
審
査
制
と
し
て
実
務
上
、

定
着
し
、
す
で
に
、
か
な
り
の
歴
史
を
も
つ
に

至
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
高
裁
に
よ

る
違
憲
判
決
の
少
な
い
こ
と
へ
の
不
満
か
ら
、

「
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
に
お
け
る
運
用

は
、
日
本
で
は
望
め
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
現
在
で
は
、
憲
法
保
障
制
の
現
状
を
不
満

足
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
通
常
の
事
件
の
最
終

審
は
、
官
僚
裁
判
官
制
を
前
提
と
す
る
最
高
裁

で
あ
る
と
し
つ
つ
、
憲
法
裁
判
は
そ
れ
と
は
別

の
憲
法
裁
判
所
に
委
ね
る
大
陸
型
の
ほ
う
が
望

(
3
)
 

ま
し
い
の
で
は
な
い
か
」
を
は
じ
め
と
し
て
、

近
年
、
憲
法
裁
判
所
の
導
入
が
主
張
さ
れ
て
い

る
。
他
方
、
付
随
的
審
査
制
を
維
持
し
な
が
ら

そ
の
活
性
化
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
立
場
も
見

ら
れ
る
。
双
方
の
立
場
と
も
、
五

O
数
年
の
違

憲
審
査
の
運
用
実
態
を
司
法
消
極
主
義
と
捉
え
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図解⑧

る占川、

そ
し
て
、
司
法
官
僚
シ
ス
テ
ム
を
は
じ

め
と
す
る
司
法
消
極
主
義
を
生
み
出
す
原
因
の

分
析
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
異
な
ら
ず
、

そ
の
違

い
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
憲
法
裁
判
所
型
、
司
法
裁

判
所
型
の
両
違
憲
審
査
制
の
長
所
、
短
所
全
ど

の
よ
う
に
評
価
す
る
か
、
こ
れ
と
関
連
し
て
英

米
型
「
法
の
支
配
」
に
ど
の
よ
う
に
コ
ミ
ッ
ト

す
る
か
、

さ
ら
に
、
消
極
主
義
を
生
み
出
し
て

い
る
原
因
を
除
く
こ
と
の
困
難
性
へ
の
評
価
や

憲
法
裁
判
所
を
導
入
し
た
場
合
の
政
治
的
効
果

へ
の
評
価
等
の
遠
い
等
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し

双
方
の
立
場

と
も
現
実
を
司
法
消
極
主
義
と
捉
え
る
と
い
っ

て
も
、
積
極
主
義
に
た
つ
下
級
審
判
例
へ
の
評

価
の
違
い
を
は
じ
め
と
し
て
、
五

O
数
年
の
違

憲
審
査
の
運
用
実
態
の
認
識
な
ら
び
に
評
価
に

お
い
て
微
妙
な
違
い
が
あ
り
、

そ
の
違
い
が
、

や
は
り
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
か
く
し
て
、
憲
法
各
分
野
の
分
析
を

総
合
し
て
、
五

O
数
年
に
わ
た
る
憲
法
訴
訟
の



全
体
像
を
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
と
い
う
本
研
究
の
第
二
の
課
題
は
、
近
年
の
議
論
に
何
ら
か
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
が
、

106 

⑥
論
文
(
二
六
九
頁
)
以
降
、
「
わ
が
国
の
付
随
的
審
査
制
の
未
来
に
期
待
が
も
て
な
い
こ
と
か
ら
、
近
年
、
抽
象
的
審
査
制
の
導
入
が
説
か
れ
る

こ
と
が
あ
る

0

・
:
・
:
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
前
に
、
五

O
年
に
わ
た
る
付
随
的
審
査
制
の
日
本
的
展
開
を
き
っ
ち
り
と
清
算
し
、
付

随
的
審
査
制
の
可
能
性
を
今
一
度
探
っ
て
み
る
こ
と
も
肝
要
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
た
の
は
、

そ
の
よ
う
な
含
み
に
お
い
て
に
他
な
ら

t
、。

+
J
・'

L
U

五

お

わ

り

に

本
研
究
は
、
判
決
の
網
羅
的
収
集
か
ら
は
じ
ま
る
が
、
検
索
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
自
体
、
全
国
の
下
級
審
判
例
を
す
べ
て
網

羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
図
解
が
埋
め
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
判
例
が
な
い
と
断
言
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
各
論
者
が
評
価
す
る
、
も
し
く
は
批
判
の
対
象
と
す
る
判
例
を
ア
ド
・
ア
オ
ツ
ク
に
取
り
上
げ
、
論
を
す
す
め
て
い
く
と
い
う
こ
れ
ま
で

の
判
例
の
扱
い
方
よ
り
も
、

よ
り
精
度
を
高
め
た
議
論
の
基
礎
を
提
供
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

、王

(
I
)

司
法
消
極
主
義
(
ア
メ
リ
カ
で
は
、
古
島

n
E
2
g吉
田
ヨ
と
い
う
表
現
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
ず
、
司
法
の
自
己
抑
制
《

-
E
E己
主
r
g可
包
三
》
と

い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
)
、
司
法
積
極
主
義

(
}
E
E色
白

n
z
i∞
ヨ
)
の
対
概
念
は
、
裁
判
官
が
違
憲
審
査
権
を
行
使
す
る
際
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス

|
|
司
法
哲
学
ー
ー
を
二
分
法
的
に
描
き
出
す
も
の
と
し
て
、
ま
た
、
わ
が
国
の
最
高
裁
は
、
消
極
主
義
で
あ
る
と
か
、
ク
ォ

l
レ
ン
・
コ

l
ト
は
積

極
主
義
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
裁
判
官
の
司
法
哲
学
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
裁
判
官
の
司
法
哲
学
行
使
の
結
果
と
し
て
の
裁
判
所
の
違
憲
審

査
権
行
使
の
実
態
を
巨
視
的
に
記
述
、
分
析
す
る
枠
組
み
と
し
て
も
(
さ
ら
に
、
こ
の
判
決
は
積
極
主
義
だ
と
い
う
よ
う
に
個
々
の
判
決
に
つ
い
て
微

視
的
に
も
)
用
い
ら
れ
る
。
芦
部
教
授
は
、
司
法
消
極
主
義
な
い
し
司
法
の
自
己
抑
制
論
を
、
違
憲
審
査
権
の
行
使
に
際
し
て
、
「
立
法
府
、
行
政
府

と
い
う
政
策
決
定
者

(3zq，B白
Z
g
)
の
決
断
は
最
大
限
度
の
『
謙
譲
と
敬
意
』

(
E
C仏
目
的
々
出
足
牛
肉
P
E
M
R
)
』
を
も
っ
て
扱
う
べ
き
だ
と
い
う
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立
場
」
と
す
る
。
積
極
主
義
の
定
義
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
芦
部
信
室
口
『
司
法
の
あ
り
方
と
人
権
』
九
七
頁
(
一
九
八
=
一
)
。
兼
子
・
竹
下

教
授
ら
は
、
司
法
消
極
主
義
を
「
政
治
部
門
の
判
断
に
十
分
に
敬
意
を
払
い
、
立
法
を
違
憲
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
明
白
に
憲
法
の
定
め
る
限
界
を
越

え
て
い
る
場
合
に
限
る
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
」
と
し
、
積
極
主
義
を
「
裁
判
所
は
、
変
動
す
る
社
会
的
・
経
済
的
・
政
治
的
諸
条
件
に
即
し
て
憲
法

上
の
価
値
・
理
念
を
実
現
し
、
こ
れ
を
政
治
部
門
に
よ
る
侵
害
か
ら
保
障
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
権
限

を
積
極
的
に
行
使
す
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
」
と
定
義
す
る
。
兼
子
一
・
竹
下
守
夫
『
裁
判
法
〔
新
版
〕
』
一

O
O頁
(
一
九
七
八
)
。
こ
れ
ら
の
定
義

は
、
主
と
し
て
違
憲
審
査
権
を
行
使
す
る
際
に
裁
判
官
が
も
つ
べ
き
基
本
的
な
哲
学
、
ス
タ
ン
ス
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
樋
口
・
佐
藤
功
教
授

の
よ
う
に
、
現
実
を
分
析
す
る
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
樋
口
教
授
は
、
憲
法
判
断
に
入
る
か
ど
う
か
、
違
憲
判
断
に
入
る

か
ど
う
か
の
二
段
階
で
論
じ
る
べ
き
だ
と
い
う
立
場
か
ら
、
裁
判
所
が
、
「
憲
法
判
断
を
積
極
的
に
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
は
、
違
憲
判
断
積
極
主
義

を
必
ず
し
も
意
味
せ
ず
、
し
ば
し
ば
、
あ
る
い
は
も
っ
ぱ
ら
、
合
憲
判
断
積
極
主
義
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
」
、
「
違
憲
審
査
制
は
、
外
国
語
で
は
よ

り
適
切
に
『
憲
法
適
合
性
審
査
』
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
、
そ
の
機
能
は
、
違
憲
判
決
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
け
果
た
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

合
憲
判
決
を
す
る
こ
と
も
そ
の
重
要
な
は
た
ら
き
で
あ
り
、
最
高
裁
判
所
は
、
ま
さ
に
そ
の
点
で
、
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
」
の
だ
か
ら
、
こ
の

よ
う
な
憲
法
裁
判
の
実
情
か
ら
す
れ
ば
、
「
憲
法
判
断
を
す
る
こ
と
自
体
に
つ
い
て
の
積
極
(
あ
る
い
は
消
極
)
主
義
と
、
違
憲
判
断
を
す
る
こ
と
に

つ
い
て
の
積
極
(
あ
る
い
は
消
極
)
主
義
と
い
う
二
つ
の
次
元
を
明
確
に
区
別
し
」
、
両
者
が
「
ち
が
う
次
元
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
」
す
べ
き

と
す
る
。
こ
の
立
場
は
、
わ
が
国
の
裁
判
所
、
特
に
、
最
高
裁
が
、
し
ば
し
ば
憲
法
判
断
に
踏
み
込
み
、
積
極
的
に
合
憲
判
断
を
し
て
い
る
(
合
憲
判

断
積
極
主
義
)
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
消
極
主
義
と
い
う
ラ
ベ
ル
付
け
は
、
「
わ
が
国
司
法
の
上
層
部
が
憲
法
判
断
消
極
主
義
的

な
姿
勢
を
強
調
し
な
が
ら
実
は
積
極
的
に
合
憲
判
断
を
お
こ
な
っ
て
き
た
こ
と
」
を
唆
昧
に
す
る
と
い
う
機
能
ぞ
果
た
す
こ
と
に
注
意
を
促
す
も
の
で

あ
る
。
樋
口
陽
一
『
司
法
の
消
極
性
と
積
極
性
』
九
三
、
九
五
、
一
二
六
頁
(
一
九
七
八
)
。
他
方
、
佐
藤
功
教
授
は
、
裁
判
所
が
憲
法
判
断
に
入
る

か
ど
う
か
の
第
一
の
段
階
で
、
樋
口
教
授
の
い
わ
れ
る
「
憲
法
判
断
積
極
主
義
」
を
と
り
、
違
憲
判
断
に
入
る
か
ど
う
か
の
第
二
の
段
階
で
、
「
違
憲

判
断
積
極
主
義
」
を
と
っ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
態
度
を
「
司
法
積
極
主
義
」
と
し
、
裁
判
所
が
、
第
一
の
段
階
で
「
憲
法
判
断
消
極
主
義
」
を
と
っ

た
場
合
と
第
一
の
段
階
で
「
憲
法
判
断
積
極
主
義
」
舎
と
り
、
し
か
し
第
二
の
段
階
で
「
違
憲
判
断
消
極
主
義
」
を
と
っ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
二
つ

の
態
度
を
「
司
法
消
極
主
義
」
と
さ
れ
る
。
結
局
、
佐
藤
功
教
授
の
場
合
、
違
憲
判
決
を
下
す
場
合
の
み
が
積
極
主
義
と
さ
れ
、
第
一
の
段
階
で
憲
法

判
断
に
入
ら
な
い
場
合
と
、
第
二
の
段
階
で
合
憲
と
す
る
場
合
が
消
極
主
義
と
さ
れ
る
(
佐
藤
功
「
司
法
積
極
主
義
と
司
法
消
極
主
義
付
」
法
セ
ミ

三
O
O号
六

O
頁
(
一
九
八

O))。
樋
口
教
授
の
主
張
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
本
研
究
に
い
う
消
極
主
義
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
、
特
に
、
消
極
主
義

H
に

類
別
さ
れ
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
権
力
の
正
当
化
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
留
意
す
れ
ば
、
複
雑
な
表
現
を
用
い
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
中
谷
実

編
著
『
憲
法
訴
訟
の
基
本
問
題
』
二

O
頁
(
一
九
八
九
)
参
照
)
。
し
た
が
っ
て
、
本
研
究
で
は
、
消
極
主
義
、
積
極
主
義
の
定
義
は
、
佐
藤
功
教
授
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を
基
礎
に
し
て
お
り
、
現
実
を
記
述
し
、
分
析
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
用
い
て
い
る
。
松
井
教
授
は
、
消
極
主
義
、
積
極
主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対

し
、
「
我
が
国
の
最
高
裁
を
こ
の
司
法
積
極
主
義
・
消
極
主
義
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
分
析
し
た
も
の
は
余
り
見
受
け
ら
れ
な
い
」
、
「
積
極
主
義
・
消
極
主

義
は
記
述
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
規
範
的
乃
至
評
価
的
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
定
か
で
な
い
」
、
「
定
義
自
体
定
か
で
な
」

ぃ
、
「
我
が
国
の
司
法
権
が
一
貫
し
て
司
法
消
極
主
義
を
採
っ
て
来
た
の
で
あ
れ
ば
、
我
が
国
の
司
法
審
査
権
行
使
の
態
様
を
司
法
積
極
主
義
・
消
極

主
義
と
し
て
区
分
す
る
意
味
は
殆
ど
な
」
い
、
等
の
批
判
を
す
る
。
松
井
茂
記
『
現
代
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
司
法
権
の
役
割
』
ジ
ユ
リ
八
八
一
号

一
一
七
頁
(
一
九
八
七
)
。
本
研
究
は
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
そ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
2
)

こ
れ
は
、
樋
口
教
授
の
指
摘
|
|
「
下
級
審
の
判
断
が
最
高
裁
で
の
審
理
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
あ
る
い
は
及
ぼ
さ
な
い
か
。
ま
た
、
あ

る
事
件
で
の
最
高
裁
の
判
断
が
同
種
事
例
に
と
っ
て
の
『
判
例
』
:
:
:
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
下
級
審
の
そ
の
後
の
違
憲
審
査
の

あ
り
よ
う
に
ど
ん
な
拘
束
性
を
発
揮
す
る
か
」
|
|
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
樋
口
・
山
内
・
辻
村
『
憲
法
判
例
を
読
み
な
お
す
(
改
定
版
)
』
五
頁
(
一

九
九
九
)
。

(
3
)

伊
藤
正
巳
『
裁
判
官
と
学
者
の
間
』
一
三
三
頁
ご
九
九
三
)
。

〔
付
記
〕
本
研
究
は
、
平
成
一
一

1
一
三
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
基
盤
研
究

C
、
二

O
O
一
年
度
南
山
大
学
パ
ツ
へ
研
究
奨
励
金

I
l
A
に

よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


